
２０１９年度 講義概要（シラバス）  

科目名 広島からの平和学：実践の方法 

担当者 平和研究所 教授 水本 和実 

履修時期 集中講義 (後期) 

履修対象 １・２年 

概要 

広島における平和の取り組みは、被爆体験を出発点としつつ、世界の多様な課題に

も目を向けてきた。本講義は、広島の平和の取り組みに関する一定の基礎知識や関

心を持つ 1、2 年生を対象とし、広島の経験を生かして平和活動を実践するための具

体的な方法論を学ぶことを目的とする。10 月～1 月の土曜日午後に計 6 回行われる

予定の広島平和文化センター主催の市民向け平和講座「ヒロシマ・ピースフォーラ

ム」と連携し、被爆体験の継承や平和の実践活動を行っている学外の専門家から学

ぶ。最終レポートでは、自ら学んだことを土台に、平和への提言をまとめる。授業

形態は講義。 

到達目標 

平和を学ぶことは、単に机上の理論だけでなく、実践も含まれることを理解する。

その上で、広島で行われている多様な実践活動について学び、自ら実践する能力を

習得する。平和に関心を持つ｢ヒロシマ・ピースフォーラム」の受講生である一般市

民とグループ討議を行うことにより、自分の考えをまとめ、相手に伝え、ディスカ

ッション能力の習得を目指す。講師はいずれも平和についての豊かな実践経験をも

つ専門家ばかり。キャンパスでは体験できない、学外の実践者や多様な市民と交流

し、グループ討議で意見を交換しながら平和について学び、実践能力を身に着ける

ことを目的とする。 

受講要件 

開催日時・場所ともに、通常の講義と異なりますが、毎回誠実に出席し、責任ある

態度で受講することを条件とします。また、適宜設けられるグループ討議の場では、

積極的に発言すると同時に、他の参加者、とりわけ社会人の参加者の意見に真剣に

耳を傾け、自分の意見をきちんと述べる意思のある学生の参加を求めます。 

事前・事後学修 

（事前学修）10 月初めに学内でガイダンスを行います。開講後は、毎回事前に参考

となる文献等を読み、関連するニュースや新聞記事などを読んでおいて下さい。 

（事後学修）講義終了後は、期末レポート作成に備えて、関連するテーマの文献を

3 冊以上読んでもらいます。 

講義内容 

Ⅰ．ガイダンス（学内。日時・場所は事前に掲示します） 

Ⅱ．広島平和文化センター主催「ヒロシマ・ピースフォーラム」との連携講義。 

講師・テーマ等はガイダンスで伝えます。 

（会場：広島市中区中島町 1-2、広島平和記念資料館 東館地下 1 階 会議室 1 を予

定。第２回はフィールド学習の予定） 

（日程：10 月～1 月の土曜日 13:30－17:00 に計 6 回。確定日程は学内掲示します。

毎回のテーマは前年度の例。） 

第 1 回 開講式･講義「ヒロシマを学ぶ意義」ほか   （10 月中～下旬の予定） 

第 2 回 フィールド学習（市内の平和関連施設）   （11 月上～中旬の予定） 

第 3 回 専門家による講義とグループ討議     （11 月下旬～12 月上旬の予定） 

第 4 回 専門家による講義とグループ討議      （12 月中～下旬の予定） 

第 5 回 実践活動を行う若者を招いてのパネル討議  （1 月上～中旬の予定） 

第 6 回 講義「被爆体験と世界の平和」･グループ発表（1 月中～下旬の予定） 

Ⅲ．まとめ：期末レポート作成（以下の全ての課題について自分の意見をまとめる） 

課題(1) ヒロシマ・ピースフォーラムを受講して、①「平和」について新たに教え

ら、あるいは認識を新たにしたこと、②新たに関心を持ったことがあれば、それら

を具体的に述べて下さい。（①②合わせて 1000 字程度） 

課題(2) 今の世界を見渡すと、あちこちで平和が壊れそうになっています。そうし



た事態を深刻化させず、平和を回復する、または創り出すためには、どうすればい

いと考えますか。平和が壊れそうな具体的な事例を一つ挙げ、平和を創造するため

の具体策を提案してください。国際問題でも国内問題でも構いません。（1000 字程

度） 

評価方法 受講票への記入および平常点（60％）、期末レポート（40％）で評価します。 

教科書等 参考書：毎回、講義で必要な資料を配布します。参考文献があれば適宜指示します。 

担当者ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ 

（水本）原爆・核兵器の問題および広島からの国際平和貢献活動などについて研究・

実践しています。著書に『核は廃絶できるか』（単著、法律文化社）、『平和政策』（共

著、有斐閣）、『人道危機と国際介入――平和回復の処方箋』（共著、有信堂）、『21

世紀の核軍縮――広島からの発信』（共著、法律文化社）など。 

備考 

会場までの交通費は各自、負担して下さい。運営管理等の関係上、履修者数が多い

場合は履修制限を行う場合があります（履修者数の上限の目安：60 人）。履修制限

を行う場合は、別途掲示等で連絡します。 

 


